
一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
客
観
的
に
み
て
、
実
体
法
上
一
罪
と
さ
れ
る
罪
の
全
体
に
つ
い
て
訴
因
を
構
成
・
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
、

そ
の
一
部
だ
け
が
訴
因
と
し
て
構
成
・
設
定
さ
れ
た
場
合
に
生
ず
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
一
罪
の
一
部
起
訴
は
ど
の
よ
う
な
場

合
に
許
さ
れ
る
の
か�
、
一
罪
の
一
部
起
訴
が
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
ど
う
す
べ
き
か
、
一
罪
の
一
部
起
訴
が
さ
れ
て
判
決
が
確
定
し
た

場
合
、
一
事
不
再
理
効
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
総
花
的
に
は
な
る
が
主
た
る
検
討
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
当
事
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一
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者
主
義
、
公
訴
提
起
に
関
す
る
基
本
原
則
、
審
判
の
対
象
論
、
一
事
不
再
理
効
の
範
囲
な
ど
と
い
っ
た
刑
事
訴
訟
法
の
根
幹
に
関
わ
る
理

論
的
な
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
務
上
も
し
ば
し
ば
生
ず
る
実
践
的
な
課
題
で
も
あ
る
。
被
害
者
の
地
位
を
顧
み
れ
ば
、
新
た
な
問
題

意
識
も
必
要
と
な
る�
。

二　

一
罪
の
一
部
起
訴
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
許
さ
れ
る
か

　

１　

古
く
か
ら
、
一
罪
の
一
部
起
訴
の
可
否
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
学
説
上
、
こ
れ
を
否
定
的
に
解
す
る
見
解

も
あ
る
が�
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
す
る
の
が
通
説�
で
あ
り
、
判
例�
も
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
し
て
い
る
。
現
行
刑
事
訴
訟
法
が
当
事
者
主

義
に
立
ち
、
訴
因
制
度
を
採
用
し
て
審
判
の
対
象
の
設
定
を
検
察
官
の
権
限
と
す
る
と
と
も
に
、
起
訴
便
宜
主
義
を
採
用
し
、
検
察
官
に

事
件
を
不
起
訴
に
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
原
則
的
に
は
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
す
る
見
解
が
相
当
で
あ
る�
。

　

２　

一
罪
の
一
部
起
訴
が
許
さ
れ
る
限
界
に
つ
い
て
は
、
大
略
、
①
一
罪
の
一
部
起
訴
は
、
起
訴
便
宜
主
義
適
用
の
一
場
面
で
あ
る
か

ら
、
違
法
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る�
、
②
検
察
官
は
市
民
か
ら
刑
事
訴
追
権
限
を
負
託
さ
れ
、
市
民
に
代
わ
っ
て
公
訴
権
を
行

使
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
罰
性
及
び
可
罰
性
が
高
く
立
証
も
比
較
的
容
易
と
思
わ
れ
る
事
件
を
こ
と
さ
ら
に
起
訴
し
な
い
と
い
う
裁

量
は
許
さ
れ
な
い�
、
③
実
体
的
真
実
主
義
に
と
っ
て
た
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
極
限
的
な
一
罪
の
一
部
起
訴
は
、
正
義
に
反
す
る
も
の
と
し

て
許
さ
れ
な
い�
、
④
明
か
に
重
大
犯
罪
が
認
め
ら
れ
る
の
に
正
当
な
理
由
も
な
く
そ
の
ご
く
一
部
し
か
起
訴
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ

な
い�
、
⑤
検
察
審
査
会
の
審
査
を
免
れ
る
た
め
に
一
罪
の
一
部
を
起
訴
し
た
り
、
実
質
上
申
告
罪
の
起
訴
に
代
用
す
る
狙
い
で
非
申
告
罪

の
部
分
を
起
訴
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
権
限
の
濫
用
に
わ
た
る
も
の
で
許
さ
れ
な
い�
、
⑥
一
罪
の
一
部
起
訴
を
是
認
す
る
た
め
に
は
、
最
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小
限
度
何
ら
か
の
合
理
的
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
応
報
感
情
が
到
底
満
足
さ
れ
な
い
よ
う
な
一
部
起
訴
は
、
検
察
審
査
会
の
審
査
の
機
会

を
不
当
に
奪
う
と
い
う
意
味
で
も
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
一
罪
性
が
極
め
て
強
固
な
罪
を
無
理
矢
理
分
解
す
る
結
果
と
な
る
一
部
起
訴
も

許
さ
れ
な
い�
、
⑦
不
当
な
一
罪
の
一
部
起
訴
は
、
直
ち
に
公
訴
提
起
の
効
力
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
訴
の
提
起
が
職
務
犯
罪

を
構
成
す
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
合
に
は
無
効
と
な
る�
、
⑧
不
当
な
一
罪
の
一
部
起
訴
で
あ
っ
て
も
、
公
訴
提
起
は
無
効
と
な
ら
な
い�
、

な
ど
と
い
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
起
訴
裁
量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
る
一
部
起
訴
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
が
、
具
体
的
な
限
界
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
判
例
理
論
と
い
っ
た
も
の
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い�
。

　

３　

一
罪
の
一
部
起
訴
と
い
っ
て
も
、
①
一
個
の
罰
条
の
み
が
問
題
と
な
る
一
罪
の
一
部
起
訴
（
窃
盗
の
被
害
品
の
一
部
を
除
外
し
て

起
訴
し
た
り
、
一
連
の
暴
行
の
う
ち
あ
る
部
分
に
限
定
し
て
起
訴
し
た
り
す
る
こ
と
）、
②
結
合
犯
の
一
部
起
訴
（
強
盗
致
傷
を
強
盗
で

起
訴
し
た
り
、
強
盗
を
窃
盗
で
起
訴
し
た
り
す
る
こ
と
）、
③
加
重
的
構
成
要
件
該
当
の
罪
の
基
本
的
構
成
要
件
該
当
の
罪
に
よ
る
起
訴

（
業
務
上
横
領
を
横
領
で
起
訴
し
た
り
、
常
習
特
殊
窃
盗
を
窃
盗
で
起
訴
し
た
り
す
る
こ
と
）、
④
科
刑
上
一
罪
の
一
部
起
訴
（
殺
人
、
強

盗
、
窃
盗
に
つ
き
牽
連
関
係
に
あ
る
住
居
侵
入
を
除
外
し
て
起
訴
し
た
り
、
観
念
的
競
合
の
関
係
に
あ
る
罪
の
一
部
を
除
外
し
て
起
訴
し

た
り
す
る
こ
と
）、
⑤
包
括
一
罪
の
一
部
起
訴
（
常
習
犯
な
い
し
接
続
犯
と
な
る
窃
盗
の
一
部
を
起
訴
し
た
り
、
集
合
犯
と
な
る
無
免
許

営
業
行
為
の
一
部
を
起
訴
し
た
り
す
る
こ
と
）、
⑥
法
条
競
合
の
一
部
起
訴
（
強
盗
を
恐
喝
で
起
訴
し
た
り
、
強
姦
を
暴
行
で
起
訴
し
た

り
す
る
こ
と
）、
⑦
既
遂
の
未
遂
に
よ
る
起
訴
、
⑧
共
同
正
犯
の
従
犯
に
よ
る
起
訴
な
ど
、
本
来
的
一
罪
の
一
部
起
訴
も
あ
れ
ば
科
刑
上

一
罪
の
一
部
起
訴
も
あ
る�
。
個
別
的
に
み
て
み
よ
う
。
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�
　

一
個
の
罰
条
の
み
が
問
題
と
な
る
一
罪
の
一
部
起
訴
に
つ
い
て

　

一
個
の
罰
条
の
み
が
問
題
と
な
る
一
罪
の
一
部
起
訴
は
、
本
来
的
な
一
罪
の
い
わ
ば
量
的
な
意
味
に
お
け
る
一
部
起
訴
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
起
訴
は
、
捜
査
の
肥
大
化
・
糾
問
化
を
避
け
、
そ
の
長
期
化
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
ま
た
、
立
証
の
困
難
に
配
慮
し
、
争
点
の
複
雑

化
を
避
け
、
裁
判
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
り�
、
起
訴
裁
量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
限
り
許
さ
れ
て
よ
い
。
実

務
上
も
、
窃
盗
の
被
害
品
の
一
部
を
除
外
し
て
起
訴
し
た
り
、
一
連
の
暴
行
の
う
ち
あ
る
部
分
に
限
定
し
て
起
訴
し
た
り
す
る
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

最
高
裁
平
成
四
年
九
月
一
八
日
判
決�
も
、
議
員
証
言
法
の
偽
証
罪
に
つ
い
て
、「
偽
証
罪
と
し
て
一
罪
を
構
成
す
べ
き
事
実
の
一
部
に

つ
い
て
告
発
を
受
け
た
場
合
に
も
、
右
一
罪
を
構
成
す
べ
き
事
実
の
う
ち
ど
の
範
囲
の
事
実
に
つ
い
て
公
訴
を
提
起
す
る
か
は
、
検
察
官

の
合
理
的
裁
量
に
委
ね
ら
れ
」
て
い
る
と
し
て
、
単
純
一
罪
に
つ
い
て
一
部
起
訴
を
認
め
て
い
る
。

�
　

結
合
犯
の
一
部
起
訴
に
つ
い
て

　

結
合
犯
を
構
成
す
る
罪
の
う
ち
そ
の
一
部
の
み
を
起
訴
す
る
こ
と
は
、
本
来
的
一
罪
の
い
わ
ば
質
的
な
意
味
に
お
け
る
一
部
起
訴
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
起
訴
も
、
起
訴
裁
量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
限
り
許
さ
れ
て
よ
い�
。

　

実
務
上
、
あ
え
て
強
盗
致
傷
罪
を
強
盗
罪
で
起
訴
し
た
り
、
強
盗
罪
を
窃
盗
罪
で
起
訴
し
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
罪
の
法
定
刑
が

極
め
て
重
く
、
事
案
に
よ
っ
て
は
過
酷
な
処
断
刑
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
て
、
実
務
の
知
恵
で
あ
る�
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
一
罪
の
一
部
起
訴
を
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
み
る
と
、
法
定
刑
の
事
実
上
の
変
更
に
ほ
か
な
ら
ず
、

本
来
的
に
は
実
体
法
の
解
釈
な
い
し
法
改
正
を
も
っ
て
対
処
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
質
的
な
意
味
に
お
け
る
一
部
起
訴
に
は
、
そ
の
必
要
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性
と
合
理
性
の
判
断
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
な
く
は
な
い�
。

　

ち
な
み
に
、
起
訴
猶
予
さ
れ
る
の
と
軽
い
罪
の
刑
で
起
訴
さ
れ
る
の
と
で
は
、
前
者
の
場
合
、
検
察
審
査
会
の
審
査
に
服
す
る
し
、
再

起
に
よ
っ
て
重
い
罪
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
可
能
性
性
が
あ
る
の
に
、
後
者
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
な
い
点
で
異
な
っ
て
お
り
、

事
件
を
不
起
訴
に
す
る
権
限
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
一
部
起
訴
を
す
る
権
限
が
理
由
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。

�
　

加
重
的
構
成
要
件
該
当
の
罪
の
基
本
的
構
成
要
件
該
当
の
罪
に
よ
る
起
訴
に
つ
い
て

　

加
重
的
構
成
要
件
該
当
の
罪
を
基
本
的
構
成
要
件
該
当
の
罪
で
起
訴
す
る
こ
と
は
、
本
来
的
一
罪
の
質
的
な
意
味
に
お
け
る
一
部
起
訴

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
起
訴
も
、
起
訴
裁
量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
限
り
許
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
そ
の
必
要
性
と
合
理

性
に
つ
い
て
は
、
前
記�
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。

�
　

包
括
一
罪
の
一
部
起
訴
に
つ
い
て

　

包
括
一
罪
の
一
部
を
起
訴
す
る
こ
と
は
、
本
来
的
一
罪
の
量
的
な
意
味
に
お
け
る
一
部
起
訴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
起
訴
も
、
起
訴
裁

量
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
限
り
許
さ
れ
て
よ
い
。
実
務
上
も
、
常
習
一
罪
な
い
し
接
続
犯
と
な
る
窃
盗
の
一
部
を
起
訴
し
た
り
、
集
合

犯
と
な
る
無
免
許
営
業
行
為
の
一
部
を
起
訴
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
さ
ら
に
質
的
な
意
味
に
お

け
る
一
部
起
訴
に
も
当
た
る
場
合
に
は
、
前
記�
の
問
題
が
あ
る
。

�
　

法
条
競
合
の
一
部
起
訴
に
つ
い
て

　

法
条
競
合
の
一
部
を
起
訴
す
る
こ
と
は
、
本
来
的
一
罪
の
質
的
な
意
味
に
お
け
る
一
部
起
訴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
起
訴
も
、
起
訴
裁

（　
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量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
限
り
許
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
そ
の
必
要
性
と
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
前
記�
と
同
様
の
問
題

が
あ
る
。

　

最
高
裁
昭
和
五
九
年
一
月
二
七
日
決
定�
は
、
公
職
選
挙
法
上
の
供
与
罪
（
同
法
二
二
一
条
一
項
一
号
）
を
犯
し
た
疑
い
が
あ
る
の
に
、
交

付
罪
（
同
五
号
）
の
み
で
起
訴
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
、
吸
収
一
罪
の
関
係
に
あ
る
罪
の
一
部
起
訴
を
認
め
て
い
る
。

　

実
務
上
、
強
盗
致
傷
罪
が
窃
盗
罪
と
傷
害
罪
、
強
盗
が
暴
行
と
窃
盗
に
分
け
て
起
訴
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い�
。
同
一
の
裁
判
所

に
対
し�
、
強
盗
罪
を
暴
行
と
窃
盗
、
強
盗
致
傷
を
窃
盗
と
傷
害
に
分
け
て
起
訴
す
る
こ
と
は
、
併
合
審
理
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
許
さ
れ

て
よ
い
。
実
質
的
に
み
る
と
、
質
的
な
意
味
に
お
け
る
一
罪
の
一
部
起
訴
で
あ
っ
て
、
二
重
起
訴
に
伴
う
不
利
益
・
不
都
合
も
な
い
か

ら
、
二
重
起
訴
（
刑
事
訴
訟
法
三
三
八
条
三
号
）
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
え
よ
う�
。
も
っ
と
も
、
強
盗
致
傷
罪
や
強
盗
罪
の
場
合
、
現
行

法
上
分
け
て
起
訴
す
る
こ
と
に
よ
り
処
断
刑
が
重
く
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
重
く
な
る
罪
の
場
合
に
は
、
後
記�
で
論
ず
る
問
題
が
生
ず

る
。

�
　

既
遂
の
未
遂
に
よ
る
起
訴
や
共
同
正
犯
の
従
犯
に
よ
る
起
訴
に
つ
い
て

　

既
遂
の
未
遂
に
よ
る
起
訴
や
共
同
正
犯
の
従
犯
に
よ
る
起
訴
に
つ
い
て
も
、
起
訴
裁
量
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
限
り
許
さ
れ
て
よ

い
。
た
だ
し
、
そ
の
必
要
性
と
合
理
性
に
つ
い
て
は
、
前
記�
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。

�
　

科
刑
上
一
罪
の
一
部
起
訴
に
つ
い
て

　

科
刑
上
一
罪
の
一
部
を
起
訴
す
る
こ
と
も
、
起
訴
裁
量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
限
り
許
さ
れ
て
よ
い
。
実
務
上
、
殺
人

罪
、
強
盗
罪
、
窃
盗
罪
に
つ
き
牽
連
関
係
に
あ
る
住
居
侵
入
罪
を
除
外
し
て
起
訴
し
た
り
、
観
念
的
競
合
の
関
係
に
あ
る
罪
の
一
部
を
除
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外
し
て
起
訴
し
た
り
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て�
、
必
要
性
も
合
理
性
も
十
分
あ
る
。

　

問
題
は
、
住
居
侵
入
の
う
え
複
数
人
が
殺
害
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
住
居
侵
入
罪
を
除
い
て
起
訴
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
で
あ

る
。
こ
れ
を
許
す
と
、
形
式
上
併
合
罪
加
重
が
可
能
と
な
り
、
同
罪
を
除
い
て
起
訴
し
た
場
合
の
処
断
刑
が
、
除
か
な
い
で
起
訴
し
た
場

合
の
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
が�
、
同
罪
を
除
い
て
起
訴
す
る
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
て
よ
い
。
具
体
的
な
量
刑
が
加
重
刑

の
部
分
（
住
居
侵
入
罪
が
起
訴
さ
れ
た
場
合
の
処
断
刑
を
超
え
る
部
分
）
に
入
り
こ
む
お
そ
れ
が
強
い
場
合
、
裁
判
所
に
は
住
居
侵
入
の

訴
因
の
追
加
を
促
し
ま
た
は
命
ず
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
見
解�
も
あ
る
が
、
訴
因
を
追
加
さ
せ
る
必
要
は
な
い�
。
裁
判
所
が
併
合
罪
加
重

を
す
る
た
め
に
は
、
併
合
罪
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
積
極
的
に
一
罪
で
あ
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
な
く
と
も
、
併
合
罪
加
重
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る�
。
科
刑
上
一
罪
と
な

る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
一
罪
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
量
刑
を
す
れ
ば
足
り
よ
う�
。

�
　

申
告
罪
と
一
部
起
訴
に
つ
い
て

　

強
姦
罪
を
共
同
暴
行
罪
で
起
訴
す
る
こ
と
は
、
判
例
上�
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
射
程
に
入
ら
な
い
申
告
罪
の
一
部
起
訴

（
例
え
ば
、
強
姦
罪
の
暴
行
又
は
脅
迫
罪
に
よ
る
起
訴
な
ど
）
に
つ
い
て
、
下
級
審
判
例
は
分
か
れ
て
い
る�
。
学
説
上
も
、
①
親
告
罪
の

一
部
起
訴
は
、
す
べ
て
違
法
に
な
る
と
い
う
見
解�
、
②
一
定
の
場
合
に
は
違
法
に
な
る
と
い
う
見
解�
、
③
す
べ
て
違
法
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
見
解�
の
対
立
が
あ
る
。

　

肯
定
的
な
見
解
は
、
親
告
罪
の
一
部
起
訴
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、「
本
件
は
実
体
と
し
て
は
申
告
罪
た
る
強
姦
罪
で
あ
る
か
ら
、

暴
行
罪
に
よ
る
起
訴
は
違
法
で
あ
る
」
と
い
っ
た
不
当
な
主
張
・
立
証
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
被
害
者
の
名
誉
・
利
益
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を
害
し
て
申
告
罪
の
立
証
趣
旨
を
没
却
し
、
か
つ
、
実
務
を
混
乱
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
い
う�
。
た
し
か
に
、
強
姦
罪
の
告
訴
期
間
に
制

限
が
あ
っ
た
時
代
に
は
、
安
全
地
帯
に
身
を
置
き
、
理
不
尽
な
主
張
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
告
訴
期
間
も
廃
止
さ

れ
、
被
告
人
か
ら
理
不
尽
な
主
張
・
立
証
が
さ
れ
る
お
そ
れ
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

折
衷
的
な
見
解
は
、
訴
追
を
求
め
な
い
と
い
う
被
害
者
の
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
不
適
法
で
あ
る
が
、
単
に
告
訴
が
な
い

と
い
う
に
と
ど
ま
る
と
き
に
は
適
法
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
検
察
官
が
申
告
罪
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
、
被

害
者
の
意
向
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
そ
の
一
部
を
起
訴
し
た
と
こ
ろ
、
審
理
の
結
果
、
申
告
罪
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
よ
う
な

場
合
に
ま
で
公
訴
提
起
を
無
効
と
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
被
害
者
が
訴
訟
の
打
切
り
を
望
ん

で
い
る
の
に
訴
訟
の
継
続
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
問
題
で
あ
る
。
審
理
の
結
果
、
申
告
罪
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
よ
う
な
場
合
に
は
、
告
訴
の
追
完
に
準
じ
た
扱
い
を
す
れ
ば
足
り
よ
う
。
な
お
、
訴
因
と
さ
れ
た
暴
行
、
脅
迫
が
強
姦
行
為
と
接
着
し

て
い
る
か
隔
た
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
分
け
る
考
え
方
は
、
現
実
の
審
理
が
動
機
や
背
景
的
事
実
に
絡
ん
で
お
り
、
暴
行
や
脅
迫
に
の
み

限
定
し
て
行
い
得
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
合
理
性
に
乏
し
い
。

　

そ
う
す
る
と
、
親
告
罪
の
立
法
趣
旨
を
優
先
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
親
告
罪
の
一
部
起
訴
は
許
さ
れ
な
い
と
解
し
て
よ
い
。
も
っ
と

も
、
強
姦
罪
の
告
訴
期
間
の
制
約
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
あ
え
て
性
急
な
一
部
起
訴
を
す
る
必
要
は
最
早
な
い
。

三　

許
さ
れ
な
い
一
罪
の
一
部
起
訴
が
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
ど
う
す
べ
き
か

　

１　

起
訴
裁
量
権
の
濫
用
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
る
よ
う
な
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
刑
事
訴
訟
法
三
三
八
条
四
号
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に
よ
り
、
公
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る�
。
不
当
な
起
訴
を
容
認
す
れ
ば
、
検
察
審
査
会
の
審
査
の
機
会
を
不
当
に
奪
う
こ
と
に
も
な

る
が�
、
公
訴
が
棄
却
さ
れ
れ
ば
、
検
察
審
査
会
の
審
査
が
可
能
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
許
さ
れ
な
い
一
罪
の
一
部
起
訴
で
あ
っ
て
も
、
訴

因
の
追
加
・
変
更
に
よ
る
瑕
疵
の
治
癒
は
認
め
て
よ
い
。
あ
え
て
公
訴
を
棄
却
し
、
再
訴
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
な
お
、
裁
判
所
は
、
審

理
の
結
果�
、
起
訴
裁
量
権
の
濫
用
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
る
と
の
心
証
を
得
た
場
合
、
い
き
な
り
公
訴
を
棄
却
す
る
の
で
は
な
く
、
検

察
官
に
対
し
釈
明
を
求
め
、
訴
因
の
追
加
・
変
更
を
促
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

２　

訴
追
裁
量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
は
、
訴
訟
条
件
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
主
張
が
な
く
と
も
、
そ
の
有
無

を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る�
。
し
か
し
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
が
訴
因
制
度
を
採
用
し
、
審
判
の
対
象
を
訴
因
に
限
定
し
た
趣
旨
に
か
ん
が

み
る
と
、
訴
追
裁
量
権
・
公
訴
権
の
濫
用
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
、
訴
因
以
外
の
事
実
の
調
査
に
積

極
的
に
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
当
該
起
訴
が
一
罪
の
一
部
起
訴
で
あ
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
は
、
訴
因
の
特
定
や
争
点

設
定
の
過
程
に
お
い
て
も
証
拠
調
べ
の
過
程
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
積
極
的
で
あ
る
べ
き
で
は

な
い
が
、
無
関
心
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い�
。
当
該
起
訴
が
一
罪
の
一
部
起
訴
で
あ
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
疑
問
で
あ
れ
ば
、
検
察
官
に

対
し
十
分
釈
明
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と
、
計
画
審
理
は
実
現
で
き
な
い
し
、
後
訴
で
一
事
不
再
理
効
が
問
題
に
な
っ
た

場
合
に
も
、
重
要
な
判
断
資
料
を
提
供
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

３　

公
訴
提
起
に
よ
る
公
訴
時
効
の
停
止
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
に
及
ぶ
か
ら�
、
検
察
官
は
、
公
訴
棄
却
後
、
公
訴
時
効
の

残
存
期
間
内
に
公
訴
を
提
起
す
れ
ば
よ
い
。
も
っ
と
も
、
前
訴
が
公
訴
時
効
の
期
間
ぎ
り
ぎ
り
に
提
起
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、

検
察
審
査
会
の
審
査
が
機
能
す
る
い
と
ま
は
な
い
。
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四　

一
罪
の
一
部
起
訴
が
さ
れ
て
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
一
事
不
再
理
効
は
ど
う
な
る
か

　

１　

一
事
不
再
理
効
は
、
訴
追
・
判
決
さ
れ
た
訴
因
と
公
訴
事
実
を
同
一
に
す
る
す
べ
て
の
事
実
に
及
ん
で
い
る�
。
そ
の
根
拠
に
つ
い

て
は
諸
説
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
同
時
訴
追
の
可
能
性
が
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
可
能
性
が
抽
象

的
に
せ
よ
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
一
事
不
再
理
効
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
例
外
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い�
。
判
決
の
確
定
後
に
一
罪
性

の
あ
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
個
別
的
に
み
て
み
よ
う
。

　

２　

一
個
の
罰
条
の
み
が
問
題
と
な
る
一
罪
・
結
合
犯
の
一
部
起
訴
の
場
合
に
つ
い
て

　

一
個
の
罰
条
の
み
が
問
題
と
な
る
一
罪
あ
る
い
は
結
合
犯
の
一
部
に
つ
い
て
確
定
裁
判
が
存
在
す
る
と
き
は
、
こ
れ
と
証
拠
上
一
罪
と

認
定
で
き
る
事
実
全
体
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
効
を
認
め
て
よ
い
。
な
お
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
を
判
断
す
る
に
つ
い
て
は
、
単
に
訴
因

の
み
を
比
較
対
象
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
体
に
踏
み
込
ん
で
一
罪
を
構
成
す
る
か
否
か
判
断
す
べ
き
で
あ
る�
。

　

３　

科
刑
上
一
罪
・
包
括
一
罪
の
一
部
起
訴
の
場
合
に
つ
い
て

　

科
刑
上
一
罪
・
包
括
一
罪
の
一
部
に
つ
い
て
確
定
裁
判
が
存
在
す
る
と
き
も
、
こ
れ
と
証
拠
上
科
刑
上
一
罪
・
包
括
一
罪
と
認
定
で
き

る
他
の
罪
に
つ
い
て
一
事
不
再
理
効
を
認
め
て
よ
い�
。
前
訴
が
無
罪
判
決
で
あ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　

な
お
、
科
刑
上
一
罪
の
一
部
申
告
罪
に
つ
い
て
告
訴
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
同
時
訴
追
の
法
律
的
可
能
性
が
な
い

が
、
一
事
不
再
理
効
は
認
め
て
よ
い�
。

　

４　

実
体
的
に
は
常
習
一
罪
を
構
成
す
る
の
に
単
純
一
罪
で
訴
追
・
判
決
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て

（　

）
４４

（　

）
４５

（　

）
４６

（　

）
４７

（　

）
４８
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�
　

前
訴
に
お
い
て
常
習
特
殊
窃
盗
罪
な
い
し
常
習
累
犯
窃
盗
罪
に
当
た
る
数
個
の
行
為
の
一
部
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
罪
が
成
立
す
る

と
の
判
決
が
確
定
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
と
常
習
一
罪
と
な
る
他
の
窃
盗
行
為
の
全
部
に
一
事
不
再
理
効
が
及
ぶ
こ
と
は
、
後
訴
が
こ
れ

ら
の
罪
に
よ
る
起
訴
で
あ
る
と
単
純
窃
盗
罪
に
よ
る
起
訴
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ
異
論
が
な
い�
。
ま
た
、
前
訴
に
お
い
て
単
純
窃

盗
罪
の
判
決
が
確
定
し
て
い
る
が
、
後
訴
に
お
い
て
こ
れ
と
常
習
一
罪
と
な
る
他
の
窃
盗
行
為
が
常
習
特
殊
窃
盗
罪
な
い
し
常
習
累
犯
窃

盗
罪
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
、
前
訴
の
一
事
不
再
理
効
が
後
訴
に
及
ぶ
こ
と
も
ほ
ぼ
異
論
が
な
い�
。
問
題
は
、
前
訴
に
お
い
て
単
純
窃
盗
罪

で
訴
追
・
判
決
さ
れ
た
場
合
、
後
訴
に
お
い
て
こ
れ
と
常
習
一
罪
と
な
る
他
の
窃
盗
行
為
が
単
純
窃
盗
罪
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
、
前
訴
の

一
事
不
再
理
効
が
後
訴
に
及
ぶ
か
で
あ
る
。

　
�
　

最
高
裁
平
成
一
五
年
一
〇
月
七
日
判
決�
は
、
現
行
刑
事
訴
法
が
採
用
し
た
訴
因
制
度
の
趣
旨
と
常
習
特
殊
窃
盗
罪
と
い
う
犯
罪
類

型
の
性
質
を
根
拠
に
高
松
高
裁
昭
和
五
九
年
一
月
二
四
日
判
決�
の
判
例
変
更
を
し
、
前
訴
の
一
事
不
再
理
効
は
後
訴
に
及
ば
な
い
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
根
拠
と
射
程
に
は
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
�
　

最
高
裁
昭
和
一
五
年
一
〇
月
七
日
判
決
は
、
ま
ず
、
訴
因
制
度
の
趣
旨
か
ら
、
前
訴
の
訴
因
と
後
訴
の
訴
因
と
の
間
の
公
訴
事
実

の
単
一
性
の
判
断
は
、
基
本
的
に
は
、
前
訴
及
び
後
訴
の
各
訴
因
の
み
を
基
準
と
し
て
こ
れ
ら
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
べ
き

で
あ
る
と
し
て
い
る�
が
、
訴
訟
条
件
の
存
否
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
実
体
に
踏
み
込
ん
で
そ
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
訴

因
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
と
は
い
い
切
れ
な
い�
。
ま
た
、
最
高
裁
昭
和
一
五
年
一
〇
月
七
日
判
決
は
、
常
習
特
殊
窃
盗
罪
と
い
う
犯
罪
類

型
の
性
質
に
言
及
し
て
い
る
が
、
同
罪
の
性
質
か
ら�
直
ち
に
、「
後
訴
の
場
面
で
、
実
体
上
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
範
囲
に
あ
る
事
実
を

分
断
し
て
起
訴
す
る
権
限
（
訴
因
構
成
権
限
）」
が
導
き
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い�
。
な
お
、
原
審
の
東
京
高
裁
平
成
一
四
年
三
月
一
五
日

（　

）
４９

（　

）
５０

（　

）
５１

（　

）
５２

（　

）
５３

（　

）
５４

（　

）
５５

（　

）
５６
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判
決�
は
、「
訴
因
制
度
を
採
用
し
て
い
る
現
行
法
上
、
検
察
官
は
訴
因
の
設
定
構
成
に
関
す
る
訴
追
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
」
と
判
示
し

て
い
る
が
、
訴
因
制
度
や
起
訴
便
宜
主
義
か
ら
直
ち
に
そ
の
よ
う
な
権
限
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る�
。

　
�
　

最
高
裁
昭
和
一
五
年
一
〇
月
七
日
判
決
の
射
程
は
、
同
判
決
が
常
習
特
殊
窃
盗
罪
と
い
う
犯
罪
類
型
の
性
質
に
言
及
し
て
い
る
こ

と
か
ら
し
て
も
、
観
念
的
競
合
関
係
や
牽
連
犯
の
関
係
に
あ
る
犯
罪
類
型
の
一
事
不
再
理
効
の
範
囲
に
は
及
ば
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

問
題
は
、
前
訴
及
び
後
訴
の
訴
因
が
い
ず
れ
も
単
純
窃
盗
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
訴
に
お
け
る
検
察
官
の
訴
因
に
対
す
る
釈
明
、

冒
頭
陳
述
、
証
拠
請
求
、
請
求
さ
れ
た
証
拠
等
の
証
拠
調
べ
の
結
果
か
ら
、
常
習
性
の
発
露
と
い
う
要
素
を
考
慮
す
べ
き
契
機
が
十
分
あ

る
が
、
そ
れ
が
訴
因
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る�
。

　

最
高
裁
昭
和
一
五
年
一
〇
月
七
日
判
決
は
、「
前
訴
の
訴
因
と
後
訴
の
訴
因
と
の
間
の
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
判
断
は
、
基
本
的
に

は
、
前
訴
及
び
後
訴
の
各
訴
因
の
み
を
基
準
と
し
て
こ
れ
ら
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
お

り
、
一
罪
の
判
断
方
法
に
つ
き
例
外
を
許
さ
な
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
本
件
に
お
い
て
は
、
前
訴
及
び
後
訴
の
訴
因
が
共
に

単
純
窃
盗
で
あ
っ
て
、
両
訴
因
を
通
じ
て
常
習
性
の
発
露
と
い
う
面
は
全
く
訴
因
と
し
て
訴
訟
手
続
に
上
程
さ
れ
て
お
ら
ず
、
両
訴
因
の

相
互
関
係
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
常
習
性
の
発
露
と
い
う
要
素
を
考
慮
す
べ
き
契
機
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
常
習
特

殊
窃
盗
罪
に
よ
る
一
罪
と
い
う
観
点
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
相
当
で
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
訴
因
と
し
て
訴
訟
手
続
に
上
程

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
審
理
の
過
程
で
常
習
性
の
発
露
と
い
う
要
素
を
考
慮
す
べ
き
契
機
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
同
要
素
を
絶
対

に
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
と
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い�
。「
訴
訟
手
続
に
上
程
さ
れ
て
お
ら
ず
、」
な
る
説
示
は
、
十
分
条
件
に
す
ぎ
な
い
と

解
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
判
決
の
射
程
は
、
正
し
く
「
基
本
的
に
は
、
前
訴
及
び
後
訴
の
各
訴
因
の
み
を
基
準
と
し
て
」
と
い
う
説
示

（　

）
５７

（　

）
５８

（　

）
５９

（　

）
６０
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の
解
釈
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る�
。

　

検
察
官
が
常
習
一
罪
を
単
純
窃
盗
罪
と
し
て
起
訴
す
る
理
由
と
し
て
は
、
①
常
習
一
罪
で
起
訴
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
刑
事

政
策
的
な
配
慮
等
あ
っ
た
、
②
常
習
一
罪
と
な
る
可
能
性
は
認
識
し
て
い
た
が
、
証
拠
収
集
に
日
時
等
を
要
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
、
③

常
習
一
罪
と
な
る
可
能
性
を
全
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
、
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
①
の
場
合
に
前
訴
の
一
事
不
再
理
効
が
後
訴

に
及
ば
な
い
と
す
る
こ
と
は
禁
反
言
の
法
理
に
反
す
る
し
、
②
の
場
合
に
前
訴
の
一
事
不
再
理
効
が
後
訴
に
及
ぶ
余
地
が
全
く
な
い
と
す

る
こ
と
は
あ
ま
り
に
被
告
人
の
手
続
的
負
担
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら�
、
無
条
件
に
一
事
不
再
理
効
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
躊
躇

が
あ
る
。

　

最
高
裁
昭
和
一
五
年
一
〇
月
七
日
判
決
の
射
程
は
、
訴
因
と
し
て
常
習
性
の
発
露
と
い
う
面
が
訴
訟
手
続
に
上
程
さ
れ
て
い
な
く
と

も
、
前
訴
の
審
理
過
程
に
お
い
て
、
常
習
一
罪
と
な
る
可
能
性
が
十
分
窺
わ
れ
、
同
時
審
判
を
期
待
し
得
た
よ
う
な
場
合
に
ま
で
は
及
ば

な
い
と
解
し
た
い�
。

　

な
お
、
後
訴
に
お
い
て
、
①
な
い
し
③
の
ど
の
場
合
に
当
た
る
の
か
認
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
前
記
三
２
で
述
べ
た

と
お
り
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
審
理
の
過
程
に
お
い
て
、
当
該
起
訴
が
一
罪
の
一
部
起
訴
で
あ
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
疑
問
が
生
じ
た

場
合
、
検
察
官
に
対
し
十
分
釈
明
を
求
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

　
�
　

仮
に
、
①
や
②
の
場
合
に
前
訴
の
一
事
不
再
理
効
が
後
訴
に
及
ば
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
検
察
官
が
合
理
的

な
理
由
も
な
い
の
に
あ
え
て
細
切
れ
起
訴
を
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
現
実
に
は
希
有
な
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
が
、
公
訴
権
濫
用
論
の
適
用

が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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５　

一
罪
の
一
部
起
訴
の
問
題
の
要
諦
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
前
訴
の
場
面
で
は
不
当
な
不
起
訴
の
問
題
で
あ
り
、
後
訴
の
場
面
で
は
不

当
な
起
訴
の
問
題
で
あ
る
。
な
に
が
「
不
当
」
か
を
今
こ
そ
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）　

一
罪
の
一
部
起
訴
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
場
合
、
①
当
該
起
訴
が
違
法
で
あ
り
無
効
で
あ
る
、
②
当
該
起
訴
は
違
法
で
あ
る
が
無
効
で
は
な
い
、
③
当
該

起
訴
は
適
法
で
あ
る
が
残
り
の
部
分
の
起
訴
が
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
原
則
と
し
て
、
①
の
意
味
で
用
い
る
。
な
お
、

民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
一
部
請
求
の
可
否
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、「
一
部
に
限
定
し
た
最
初
の
訴
え
が
二
四
六
条
に
よ
り
適
法
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
う
え
で
、
残
部
の
請
求
が
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
（
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
八
八
頁
）、
③
の
意
味
で

あ
る
。

（
２
）　

川
端
・
田
口
編
『
基
本
問
題
セ
ミ
ナ
ー
刑
事
訴
訟
法
』
一
五
〇
頁
〔
指
宿
信
〕
は
、
違
法
な
一
罪
の
一
部
起
訴
の
問
題
を
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら

捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

岸
盛
一
『
刑
事
訴
訟
法
要
義
』
五
三
頁
、『
注
解
刑
事
訴
訟
』
八
九
〇
頁
〔
中
武
靖
夫
〕、
内
田
一
郎
「
公
訴
事
実
の
一
部
起
訴
は
適
法
か
」
刑
事
訴
訟

法
の
争
点
〔
第
一
版
〕
一
一
五
頁
。

（
４
）　

平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』
一
四
二
頁
、
柏
木
千
秋
『
刑
事
訴
訟
法
』
二
八
六
頁
、
高
田
卓
爾
『
刑
事
訴
訟
法
〔
二
訂
版
〕』
一
三
八
頁
、
松
尾
浩
也

『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
一
八
一
頁
、
井
戸
田
侃
『
刑
事
訴
訟
法
要
説
Ⅱ
』
二
〇
頁
、
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
一
七
〇
頁
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事

訴
訟
法
〔
改
定
版
〕』
一
〇
〇
頁
、
三
井
誠
『
刑
事
手
続
法
Ⅱ
』
一
五
二
頁
、
石
川
才
顯
「
判
例
評
論
」
三
〇
八
号
（
判
例
時
報
一
一
二
三
号
）
六
九
頁
、

香
城
敏
麿
「
訴
因
制
度
の
構
造
（
中
）」
判
例
時
報
一
二
三
八
号
三
頁
、
石
井
一
正
「
一
罪
の
一
部
起
訴
」
判
例
タ
イ
ム
ス
二
七
四
号
五
〇
頁
、『
大
コ
ン

メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
第
四
巻
』
一
七
頁
〔
河
村
博
〕、
平
野
・
松
尾
編
『
新
実
例
刑
事
訴
訟
法
Ⅱ
』
一
七
頁
〔
佐
藤
隆
文
〕
等
。

（
５
）　

最
決
昭
和
五
九
年
一
月
二
七
日
刑
集
三
八
巻
一
号
一
三
六
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
六
二
年
九
月
七
日
判
例
タ
イ
ム
ス
六
五
三
号
二
二
八
頁
、
最
判
平
成

四
年
九
月
一
八
日
刑
集
四
六
巻
六
号
三
五
五
頁
。

（
６
）　

肯
定
説
と
い
っ
て
も
、
消
極
的
な
肯
定
説
か
ら
積
極
的
な
肯
定
説
ま
で
か
な
り
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
新
屋
達
之
「
犯
罪
事
実
の

五
四
六

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�
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一
部
起
訴
」
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕
一
〇
八
頁
に
簡
潔
な
要
約
が
あ
る
。

（
７
）　

井
戸
田
・
前
掲
注
（
４
）
二
〇
頁
。

（
８
）　

白
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』
一
九
〇
頁
。
な
お
、
新
屋
・
前
掲
注
（
６
）
一
〇
八
頁
は
、
政
治
的
犯
罪
や
公
務
員
の
職
務
犯
罪
な
ど
市
民
に

と
っ
て
優
越
的
利
益
の
あ
る
場
合
を
も
例
示
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　

石
井
・
前
掲
注
（
４
）
五
三
頁
。
な
お
、
特
別
の
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
回
殴
打
し
て
人
を
撲
殺
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
に
、
最
初

の
殴
打
だ
け
を
暴
行
罪
と
し
て
起
訴
す
る
よ
う
な
場
合
な
ど
は
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕』
一
七
一
頁
。

１０
（　

）　

松
尾
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
二
頁
。

１１
（　

）　

木
谷
明
「
訴
因
と
裁
判
所
の
審
判
の
範
囲
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
第
六
版
〕
一
〇
〇
頁
。
特
別
の
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
撃
の
も
と
、

１２
瞬
時
に
人
を
殺
害
し
た
場
合
で
あ
る
の
に
、
死
に
至
る
ま
で
の
わ
ず
か
な
時
間
の
傷
害
の
事
実
を
摘
出
し
て
殺
人
未
遂
又
は
傷
害
罪
に
よ
り
起
訴
す
る
場

合
な
ど
は
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
第
三
巻
』
四
六
〇
頁
〔
臼
井
滋
夫
〕。

１３
（　

）　

古
田
佑
紀
「
公
選
法
の
供
与
罪
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
交
付
罪
で
起
訴
す
る
こ
と
の
可
否
」
研
修
四
三
七
号
四
三
頁
は
、
裁
判
所
が
一
罪
の
一
部
起
訴

１４
に
つ
き
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
を
一
般
的
に
否
定
し
、
検
察
官
は
公
益
の
代
表
者
と
し
て
公
益
上
ど
の
よ
う
な
範
囲
内
で
処
罰
を
求
め
る
か
に
つ
い

て
判
断
権
を
保
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

最
決
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
七
日
刑
集
三
四
巻
七
号
六
七
二
頁
は
、
起
訴
が
無
効
と
な
る
の
は
、
公
訴
の
提
起
自
体
が
職
務
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
な

１５
極
限
的
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
理
論
を
一
罪
の
一
部
起
訴
の
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
（
指
宿
・
前
掲
注
（
２
）

一
五
〇
頁
、
新
屋
・
前
掲
注
（
６
）
一
〇
九
頁
参
照
）。

（　

）　

大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
〕』
五
〇
三
頁
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
一
罪
に
は
、
本
来
的
一
罪
と
科
刑
上
の
一
罪
が
あ
り
、
前
者
に
は
単
純
一
罪
と
包

１６
括
一
罪
が
、
後
者
に
は
観
念
的
競
合
と
牽
連
犯
が
あ
る
。
そ
し
て
、
単
純
一
罪
に
も
、
一
個
の
罰
条
の
み
が
問
題
に
な
る
場
合
、
法
条
競
合
の
場
合
、
結

合
犯
の
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
包
括
一
罪
に
も
、
同
質
的
包
括
一
罪
と
異
質
的
包
括
一
罪
が
あ
り
、
前
者
に
は
集
合
犯
と
狭
義
の
包
括
一
罪
が
あ
り
、
後

五
四
七

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�
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者
に
は
共
罰
的
（
不
可
罰
的
）
事
前
行
為
と
共
罰
的
（
不
可
罰
的
）
事
後
行
為
が
あ
る
。

（　

）　

三
井
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
三
頁
。

１７
（　

）　

刑
集
四
六
巻
六
号
三
五
五
頁
（
前
掲
注
（
５
））。

１８
（　

）　

田
宮
・
前
掲
注
（
４
）
一
七
〇
頁
、
三
井
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
二
頁
。
な
お
、『
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
五
二
頁
〔
三
井
誠
〕
は
、

１９
強
盗
の
事
実
は
認
め
ら
れ
る
が
、
初
犯
で
も
あ
り
若
年
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
強
盗
を
窃
盗
で
起
訴
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
訴
因
制
度
の
導
入
は
検
察

官
の
主
張
の
枠
を
こ
え
た
徹
底
的
な
実
体
的
真
実
発
見
を
避
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
や
む
を
え
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

岸
・
前
掲
注
（
３
）
五
三
頁
は
、
こ
の
よ
う
な
起
訴
を
許
す
こ
と
は
、「
実
体
的
真
実
発
見
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
て
検
察
官
の
恣
意
を
許
す
こ
と
に
な

２０
り
は
し
ま
い
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
〔
七
訂
版
〕』
三
七
五
頁
は
、「
単
純
一
罪
に
つ
い
て
は
む
ろ
ん
の
こ

と
、
科
刑
上
一
罪
に
つ
い
て
も
、
一
部
公
訴
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
一
部
公
訴
が
認
め
ら
れ
な
い
」
と
は
、「
別
に
公
訴
の
提
起
を
許

さ
な
い
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
て
、
一
部
公
訴
を
無
効
と
す
る
趣
旨
と
思
わ
れ
な
い
（
前
掲
注
（
１
）
参
照
）。

（　

）　

三
井
・
前
掲
注
（
４
）
三
二
頁
は
、
起
訴
便
宜
主
義
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
田
中
聡
樹
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
下
）』

２１
一
二
九
頁
は
、
起
訴
便
宜
主
義
に
お
け
る
起
訴
裁
量
権
限
の
客
観
化
と
限
定
付
け
が
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

一
号
一
三
六
頁
（
刑
集
三
八
巻
前
掲
注
（
５
））。

２２
（　

）　

三
井
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
二
頁
は
、
広
義
に
は
一
罪
の
一
部
起
訴
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

２３
（　

）　

異
な
る
裁
判
所
に
対
し
起
訴
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
実
に
は
考
え
が
た
い
が
、
同
様
に
扱
え
な
い
。

２４
（　

）　

田
宮
・
前
掲
注
（
４
）
一
七
〇
頁
は
、
準
強
盗
を
窃
盗
と
暴
行
に
分
け
て
起
訴
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
松
本
時
夫
「
罪
数
論
と

２５
刑
事
裁
判
実
務
」
現
代
刑
事
法
六
巻
七
号
四
六
頁
は
、「
立
証
の
結
果
か
ら
み
る
と
一
個
の
結
合
犯
（
強
盗
致
傷
）
と
考
え
ら
れ
る
事
業
で
あ
っ
て
も
、
検

察
官
が
結
合
部
分
を
切
り
離
し
て
二
個
の
訴
因
（
恐
喝
と
傷
害
）
を
掲
げ
て
起
訴
し
た
と
き
は
、
罪
数
的
に
も
二
個
の
訴
因
に
対
応
す
る
判
断
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
起
訴
を
許
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（　

）
の
と
お
り
、
実
体
的
真
実
の
発
見
を
無
視
す

２０

る
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
に
加
え
、
手
続
上
も
、
二
重
起
訴
に
当
る
と
し
て
疑
問
視
す
る
考
え
も
あ
る
。
現
行
法
上
、
併
合
罪
加
重
に
よ
る
不
利
益
は
な

い
が
、
併
合
審
理
を
前
提
と
し
て
の
み
許
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
訴
因
設
定
に
は
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
検
察
官
が
併
合
罪
と
認
め
て
起
訴
し

五
四
八

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�
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た
事
実
を
裁
判
所
が
審
理
し
た
結
果
一
罪
あ
る
い
は
科
刑
上
一
罪
と
認
定
し
た
場
合
の
学
説
・
判
例
に
つ
い
て
は
、
例
題
解
説
刑
事
訴
訟
法
〔
三
訂
版
〕

一
三
八
頁
に
簡
潔
な
要
約
が
あ
る
。

（　

）　

三
井
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
四
頁
。

２６
（　

）　

こ
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
か
す
が
い
理
論
を
前
提
と
す
る
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
っ
て
、
相
対
的
罪
数
論
を
と
れ
ば
不
都
合
は
解
消
す
る
。『
大
コ
ン
メ

２７
ン
タ
ー
ル
刑
法
〔
第
二
版
〕
第
四
巻
』
三
六
〇
頁
〔
中
谷
雄
二
郎
〕
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。

（　

）　

萩
原
太
郎
「
訴
因
と
罪
数
」『
刑
事
実
務
ノ
ー
ト
第
二
巻
』
五
七
頁
は
、「
具
体
的
な
量
刑
が
加
重
刑
の
部
分
に
入
り
こ
む
お
そ
れ
が
強
い
場
合
に
の
み
、

２８
裁
判
所
に
対
し
住
居
侵
入
の
訴
因
の
追
加
を
求
め
る
義
務
を
肯
定
し
、
そ
の
追
加
に
よ
っ
て
処
断
刑
を
一
罪
の
限
度
に
規
制
す
る
方
途
を
講
ぜ
し
め
る
べ

き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
訴
因
制
度
の
下
で
は
、
検
察
官
の
主
張
で
あ
る
訴
因
が
審
判
の
対
象
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
訴
因
の

追
加
・
変
更
が
な
い
限
り
、
住
居
侵
入
の
事
実
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
立
論
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
訴
因
制
度
の
下

で
、
ど
こ
ま
で
訴
因
外
の
事
実
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
判
断
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
柏
木
・
前
掲
注
（
４
）
二
八
四
頁

は
、「
審
判
の
対
象
は
訴
因
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
緻
密
な
分
析
を
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

香
城
・
前
掲
注
（
４
）
六
頁
は
、「
実
質
上
そ
の
こ
と
に
よ
り
宣
告
刑
が
重
く
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
法
律
上
も
住
居
侵
入
を
訴
追
し

２９
た
場
合
の
処
断
刑
を
超
え
る
宣
告
刑
は
禁
止
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
不
都
合
は
避
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
縮
小
訴
因
自
体
を
違
法
と
す
る

必
要
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

併
合
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
各
窃
盗
行
為
に
つ
い
て
、「
犯
意
の
継
続
」
等
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
併
合
罪
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
が
生
じ
た
場
合

３０
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
実
は
、
併
合
罪
加
重
の
場
面
で
は
、
検
察
官
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
疑
い
が
あ
れ
ば
考
慮

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（　

）　

法
令
の
適
用
に
際
し
て
は
、
併
合
罪
加
重
を
し
な
い
旨
を
注
記
す
れ
ば
足
り
よ
う
。

３１
（　

）　

最
判
昭
和
二
七
年
七
月
一
一
日
刑
集
六
巻
七
号
八
九
六
頁
は
、
輪
姦
を
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
一
条
違
反
で
起
訴
す
る
こ
と
は
強
姦
罪
を
申

３２
告
罪
と
し
た
趣
旨
に
反
す
る
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
事
件
の
非
常
上
告
事
件
に
お
い
て
、
最
大
判
昭
和
二
八
年
一
二
月
一
六
日
刑
集

七
巻
一
二
号
二
五
五
〇
頁
は
、
適
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

五
四
九

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�
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（　

）　

名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
三
〇
年
三
月
八
日
裁
特
二
巻
五
号
一
一
九
頁
は
肯
定
し
、
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
一
二
月
二
一
日
下
刑
集
五
巻
一
一
・
一
二

３３
号
一
一
八
四
頁
は
否
定
し
て
い
る
。

（　

）　

石
井
・
前
掲
注
（
４
）
五
五
頁
、
木
谷
・
前
掲
注
（　

）
一
〇
〇
頁
、
松
尾
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
二
頁
、
三
井
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
七
頁
。

３４

１２

（　

）　

青
柳
文
雄
『
刑
事
訴
訟
法
通
論
（
上
）』
二
七
八
頁
は
、「
訴
因
と
さ
れ
た
暴
行
、
脅
迫
が
強
姦
行
為
に
接
着
し
、
な
い
し
は
そ
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ

３５
れ
ば
消
極
に
、
こ
れ
に
反
し
て
そ
の
前
の
か
な
り
隔
た
っ
た
暴
行
、
脅
迫
行
為
で
あ
れ
ば
積
極
に
解
し
て
よ
い
」
と
さ
れ
、
香
城
・
前
掲
注
（
４
）
六
頁

は
、「
訴
追
を
認
め
な
い
と
い
う
被
害
者
の
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
」
不
適
法
で
あ
る
が
、「
単
に
告
訴
が
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
る
と
き
は
」

適
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
４
）
二
七
頁
。
な
お
、
柏
木
・
前
掲
注
（
４
）
二
八
六
頁
は
、「
実
体
的
真
実
に
は
反
す
る
が
検
察
官
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
問

３６
題
と
み
て
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
４
）
二
七
頁
。

３７
（　

）　

三
井
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
四
頁
は
、「
学
説
上
、
一
罪
の
一
部
起
訴
の
可
否
に
つ
い
て
消
極
説
を
と
っ
た
場
合
、
裁
判
所
の
と
る
べ
き
処
置
い
か
ん
に

３８
つ
き
、
不
分
明
な
部
分
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
許
さ
れ
な
い
一
罪
の
一
部
起
訴
が
さ
れ
た
場
合
に
裁
判
所
が
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も

十
分
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
業
務
上
過
失
致
死
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
に
、
業
務
上
過
失
致
傷
の
訴
因
を
維
持
し
た
事
案
に

お
い
て
、
名
古
屋
高
裁
昭
和
六
二
年
九
月
七
日
判
決
（
前
掲
注
（
５
））
は
、「
合
理
的
裁
量
に
基
づ
き
、
現
に
生
じ
た
法
益
侵
害
の
い
わ
ば
部
分
的
結
果
で

あ
る
傷
害
の
事
実
の
み
を
摘
出
し
て
、
こ
れ
を
構
成
要
件
要
素
と
し
て
訴
因
を
構
成
し
て
訴
追
し
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
審
判
を
求
め
る
こ
と
も
、
な
ん
ら

法
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
し
た
が
、
原
判
決
は
、
検
察
官
が
業
務
上
過
失
致
死
へ
の
訴
因
変
更
の
勧
告
に
応
じ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
無
罪
判

決
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
原
判
決
の
問
題
意
識
を
貫
く
な
ら
ば
、
無
罪
で
は
な
く
、
公
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（　

）　

一
罪
の
一
部
起
訴
が
不
当
で
も
、
不
起
訴
処
分
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
現
行
法
上
、
検
察
審
査
会
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
三

３９
井
・
前
掲
注
（
４
）
一
五
八
頁
は
、
再
考
の
余
地
は
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
田
口
・
前
掲
注
（　

）
一
四
三
頁
は
、「
起
訴
部
分
と
不
起
訴
部
分
と
が
法
律

１０

上
可
分
の
場
合
に
は
、
不
起
訴
部
分
に
つ
き
事
実
上
不
起
訴
処
分
が
あ
っ
た
と
み
て
、
審
査
対
象
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
も
困
難
な

場
合
に
は
、
一
部
起
訴
の
公
判
に
お
け
る
裁
判
長
の
適
切
な
訴
訟
指
揮
に
期
待
す
る
ほ
か
な
い
が
、
訴
因
変
更
命
令
な
ど
の
職
権
発
動
に
も
限
界
が
あ
る

五
五
○

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�
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の
で
あ
る
か
ら
、
根
本
的
に
立
法
的
解
決
を
は
か
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

検
察
官
は
公
判
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
広
範
な
資
料
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
が
公
判
記
録
か
ら
当
該
起
訴
が
起
訴
裁
量

４０
権
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た
る
と
い
う
心
証
を
有
す
る
に
至
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
当
該
起
訴
が
起
訴
裁
量
権
の
濫
用
・
公
訴
権
の
濫
用
に
当
た

る
と
は
い
え
な
い
。

（　

）　

不
当
な
起
訴
の
場
合
の
公
訴
権
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
妨
訴
抗
弁
的
訴
訟
条
件
と
構
成
で
き
る
が
、
不
当
な
不
起
訴
の
場
合
の
公
訴
権
の
濫

４１
用
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
申
立
が
期
待
で
き
ず
、
ま
た
、
被
告
人
に
主
張
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
不
当
な
場
合
が
あ
る
か
ら
（
前
掲
注
（　

）
参
照
）、
そ

３７

の
よ
う
に
は
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
指
宿
・
前
掲
注
（
２
）
一
五
一
頁
は
、
被
害
者
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
裁
判
所
の
職
権
判
断
の

重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　
『
新
刑
事
手
続
Ⅱ
』
二
〇
五
頁
〔
中
山
隆
夫
〕
が
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
判
断
に
関
し
、
検
察
官
が
訴
因
と
し
て
化
体
し
た
特
定
の
犯
罪
事
実
を
直

４２
接
、
あ
る
い
は
間
接
に
指
向
す
る
訴
因
の
背
後
に
あ
る
具
体
的
な
社
会
的
諸
事
情
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
う
え
、「
上
記
の
具
体
的
な
社

会
的
諸
事
情
は
、
訴
因
だ
け
で
な
く
、
検
察
官
の
訴
因
に
対
す
る
釈
明
、
冒
頭
陳
述
、
証
拠
請
求
、
請
求
さ
れ
た
証
拠
等
の
証
拠
調
べ
の
結
果
を
も
含
め

た
審
理
の
全
過
程
に
現
れ
た
と
こ
ろ
を
資
料
と
し
て
確
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（　

）　

通
説
で
あ
る
。
な
お
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
本
構
造
』
二
六
五
頁
は
、
公
訴
事
実
の
単
一
の
事
実
に
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

４３
（　

）　

判
例
・
通
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
青
柳
文
雄
『
刑
事
訴
訟
法
通
論
（
下
）』
四
八
九
頁
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
外
で
あ
っ
て
も
、
余
罪
と

４４
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
な
ど
に
は
一
事
不
再
理
効
が
及
ぶ
が
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
外
で
あ
っ
て
も
、
法
律
上
・
事
実
上
全
く
同
時
審
判
が
全
く

不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
被
告
人
に
責
む
べ
き
点
が
あ
る
と
き
は
一
事
不
再
理
効
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
古
田
佑
紀
「
罪
数
論
の
功
罪
」

判
例
タ
イ
ム
ス
五
三
五
号
七
七
頁
も
、
問
題
提
起
を
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
田
宮
・
前
掲
注
（
４
）
五
五
頁
は
、
一
挙
解
決
の
要
請
が
あ
る
場
合
、

渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
三
九
八
頁
は
、
同
時
捜
査
・
同
時
立
証
が
可
能
な
場
合
、
田
口
・
前
掲
注
（　

）
三
七
八
頁
は
、
公
訴
事
実
の
同
一

１０

性
が
あ
る
場
合
に
は
無
条
件
に
、
一
定
の
場
合
に
は
併
合
罪
関
係
に
あ
る
罪
に
つ
い
て
も
、
一
事
不
再
理
効
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

宇
藤
崇
「
常
習
特
殊
窃
盗
と
一
事
不
再
理
の
効
力
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
一
五
年
度
重
要
判
例
解
説
二
〇
三
頁
。

４５
（　

）　

中
谷
雄
二
郎
「
訴
因
と
罪
数
」
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕
一
三
一
頁
は
、
最
決
昭
和
五
〇
年
一
月
二
七
日
刑
集
二
九
巻
一
号
二
二
頁
も
同
様
の

４６

五
五
一

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�
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考
え
方
を
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

判
例
と
し
て
は
、
最
大
判
昭
和
二
四
年
五
月
一
八
日
刑
集
三
巻
六
号
七
九
六
頁
〔
連
続
犯
〕、
最
判
昭
和
三
三
年
五
月
六
日
刑
集
一
二
巻
七
号
一
二
九
七

４７
頁
〔
観
念
的
競
合
〕、
最
判
昭
和
三
七
年
四
月
二
六
日
刑
集
一
六
巻
四
号
四
四
九
頁
〔
観
念
的
競
合
〕
が
あ
る
。
な
お
、
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
日

判
例
時
報
七
三
九
号
一
三
一
頁
は
、
観
念
的
競
合
の
関
係
に
あ
る
一
部
の
罪
に
つ
き
一
事
不
再
理
効
が
及
ば
な
い
こ
と
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
。
学
説
と

し
て
は
、
団
藤
・
前
掲
注
（　

）
三
七
五
頁
、
田
宮
・
前
掲
注
（
４
）
四
五
三
頁
、『
注
解
刑
事
訴
訟
法
（
中
）』
八
七
三
頁
〔
中
武
靖
夫
〕
が
あ
る
。
な

２０

お
、
右
注
解
書
八
七
四
頁
〔
中
武
靖
夫
〕
は
、
確
定
判
決
が
科
刑
上
一
罪
等
の
一
部
に
つ
い
て
無
罪
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
一
事
不
再
理
効
を
否
定
し
、

『
註
釈
刑
事
訴
訟
法
第
三
巻
』
九
七
〇
頁
〔
柴
田
孝
夫
〕
は
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

（　

）　

平
野
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
三
頁
は
、
被
告
人
か
ら
み
れ
ば
告
訴
権
者
も
訴
追
側
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
、
田
口
・
前
掲
注
（　

）
三
七
七
頁
は
、
公

４８

１０

訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
一
個
の
刑
罰
権
の
み
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

最
高
裁
平
成
一
五
年
六
月
二
日
判
決
（
裁
判
集
登
載
予
定
）
は
、
前
訴
が
常
習
痴
漢
の
訴
因
、
後
訴
が
単
純
痴
漢
の
訴
因
の
場
合
に
お
い
て
、
前
訴
の
一

４９
事
不
再
理
由
効
が
後
訴
に
及
ぶ
と
し
て
い
る
。

（　

）　

最
判
昭
和
四
三
年
三
月
二
九
日
刑
集
二
二
巻
三
号
一
五
三
頁
は
、
前
訴
が
単
純
窃
盗
の
訴
因
、
後
訴
が
常
習
累
犯
窃
盗
の
訴
因
の
場
合
に
つ
い
て
、
前
訴

５０
の
一
事
不
再
理
由
効
が
後
訴
に
及
ぶ
と
し
て
い
る
。

（　

）　

刑
集
五
七
巻
九
号
一
〇
〇
二
頁
。

５１
（　

）　

判
例
時
報
一
一
三
六
号
一
五
八
頁
。
同
判
決
は
、
①
後
に
起
訴
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
確
定
判
決
を
経
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
事
件
の
公

５２
訴
事
実
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
既
に
判
決
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
確
定
判
決
の
拘
束
力
を
問
題
に
す
る
余
地
は
な
い
、
②

同
時
訴
追
が
事
実
上
不
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
一
事
不
再
理
効
の
及
ぶ
範
囲
に
例
外
を
設
け
る
こ
と
は
、
既
判
力
制
度
の
画
一
性
を
害
し
、
被
告
人
の

立
場
を
不
安
定
な
ら
し
め
る
、
③
確
定
判
決
の
有
無
と
い
う
訴
訟
条
件
の
存
否
は
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
う
え
、
そ
の
結
果
免
訴
判
決
が
な
さ
れ
て
も
、
被

告
人
の
防
御
権
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
は
全
く
な
い
か
ら
、
訴
因
の
拘
束
力
を
認
め
る
理
由
も
必
要
性
も
存
し
な
い
し
、
実
体
に
併
せ
て
訴
因
が
変
更
さ
れ

れ
ば
免
訴
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
有
罪
判
決
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
、
と
し
て
前
訴
の
一
事
不
再
理
効
が
後
訴
に
及
ぶ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

古
田
佑
紀
「
一
事
不
再
理
効
の
範
囲
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕
一
一
三
頁
は
、「
た
ま
た
ま
一
個
の
窃
盗
行
為
に
つ
い
て
既
に
確
定
判
決
を
経

五
五
二

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
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て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
他
の
窃
盗
行
為
に
ま
で
一
事
不
再
理
効
を
及
ぼ
す
こ
と
に
は
、
も
と
も
と
社
会
的
事
実
と
し
て
は
別
個
の
事
実
な
の
で
あ

る
か
ら
、
国
民
の
正
義
感
と
合
致
し
な
い
と
と
も
に
、
本
人
に
と
っ
て
も
予
期
し
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
確
定
判
決
を
経
た
行
為
が
常
習
罪
と
し
て

起
訴
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
常
習
性
の
評
価
を
経
て
い
た
も
の
な
ら
ば
格
別
、
真
に
被
告
人
の
地
位
を
害
す
る
結
果
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
べ

き
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
押
谷
靱
雄
「
大
泥
棒
法
網
を
潜
る
」
判
例
タ
イ
ム
ス
五
三
二
号
六
九
頁
、
柳
俊
夫
「
常
習
特
殊
窃

盗
罪
の
一
部
と
見
ら
れ
る
単
純
窃
盗
の
確
定
判
決
の
効
力
等
」
研
修
四
三
八
号
五
九
頁
参
照
。
大
泥
棒
に
法
網
を
潜
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
網
の
ど
こ
を

つ
く
ろ
う
べ
き
か
、
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
法
の
網
は
、
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
と
は
い
か
な
い
。

（　

）　
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
第
五
巻
Ⅱ
』
一
八
六
頁
〔
田
口
守
一
〕
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
判
断
の
問
題
は
、
自
然
的
事
実
た
る
公
訴
事

５３
実
を
基
準
と
し
て
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
判
断
す
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
も
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
旧
訴
因
と
新
訴
因
と
の
比
較
の
問
題
で
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
公
訴
事
実
が
基
準
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
他
方
、『
ポ
ケ
ッ
ト
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
下
九
八

六
頁
は
、
確
定
判
決
を
経
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
既
判
力
が
公
訴
事
実
の
全
部
に
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
常
に
公
訴
事
実
を
基
準
と

し
て
行
う
ほ
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
中
谷
・
前
掲
注
（　

）
一
三
一
頁
は
、
構
成
要
件
的
評
価
に
差
異
が
生
ず
る
場
合
、「
検
察
官
は
、
構
成
要

４６

件
的
評
価
に
差
異
が
生
じ
な
い
場
合
と
異
な
り
、
訴
因
に
掲
げ
ら
れ
た
事
実
に
審
判
の
対
象
を
限
定
し
、
そ
の
余
の
事
実
を
審
判
の
対
象
か
ら
除
外
す
る

意
思
の
下
に
、
そ
の
訴
追
裁
量
権
を
行
使
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
訴
因
に
含
ま
れ
な
い
事
実
を
罪
数
判
断
に
お
い
て
考
慮
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
前
出
最
高
裁
昭
四
三
年
三
月
二
九
日
判
決
は
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
判
断
す
る
に
つ
い
て
、

単
に
訴
因
の
み
を
比
較
対
象
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
体
に
踏
み
込
ん
で
一
罪
を
構
成
す
る
か
判
断
し
て
い
る
し
、
前
出
高
松
高
裁
昭
五
九
年
一
月
二
四

日
判
決
も
同
様
で
あ
る
。

（　

）　

宇
藤
・
前
掲
注
（　

）
二
〇
四
頁
は
、「
訴
訟
条
件
と
い
え
ど
も
、
実
体
に
あ
る
程
度
踏
み
込
ま
な
け
れ
ば
判
断
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
に

５４

４５

は
、
一
定
の
限
度
で
共
通
の
理
解
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
判
例
時
報
一
八
四
三
号
四
頁
の
解
説
で
は
、「
前
訴
及
び
後
訴
が
共
に
単
純
窃
盗
で

あ
る
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
判
断
に
当
た
り
、
実
体
に
踏
み
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
因
に
つ
き
、
両
訴
因
に
含
ま
れ

て
い
な
い
「
常
習
性
」
の
有
無
に
つ
い
て
心
証
を
形
成
し
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
、
実
体
上
両
訴
因
が
常
習
一
罪
を
構
成
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
と
い

う
考
え
方
も
成
り
立
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

五
五
三

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
二
○
四
一
）



（　

）　

井
上
宏
「
刑
事
判
例
研
究
」
警
察
学
論
集
五
五
巻
一
一
号
一
九
〇
頁
、
尾
崎
道
明
「
刑
事
判
例
研
究
」
警
察
学
論
集
五
一
巻
八
号
二
二
二
頁
は
、
同
罪

５５
の
性
質
か
ら
、
一
事
不
再
理
を
及
ぼ
す
こ
と
は
実
質
的
に
み
て
も
相
当
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

宇
藤
・
前
掲
注
（　

）
二
〇
四
頁
は
、「
一
罪
性
の
希
薄
さ
を
例
外
を
支
え
る
直
接
の
理
由
と
す
る
こ
と
に
は
、
若
干
の
無
理
が
認
め
ら
れ
よ
う
」
と
さ

５６

４５

れ
て
い
る
。
な
お
、
岡
田
悦
典
「
窃
盗
罪
・
常
習
特
殊
窃
盗
罪
に
関
す
る
一
事
不
再
理
効
の
範
囲
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
九
〇
号
一
二
三
頁
も
、
手
続
的
負
担

を
正
当
化
す
る
根
拠
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

判
例
時
報
一
一
三
六
号
一
六
二
頁
。
な
お
、
同
判
決
は
、
最
高
裁
昭
和
五
九
年
一
月
二
七
日
判
決
が
右
権
限
を
当
然
の
内
容
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

５７
異
論
が
あ
る
（
後
藤
昭
「
訴
因
と
裁
判
所
の
審
判
の
範
囲
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕
一
〇
九
頁
）。

（　

）　

井
上
・
前
掲
注
（　

）
一
八
八
頁
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
と
、
検
察
官
の
訴
追
権
限
・
訴
因
構
成
権
が
無
視
さ
れ
る
か
ら
、
当
然
の
前
提
で
あ
る
と
さ
れ

５８

５５

て
い
る
。

（　

）　

宇
藤
・
前
掲
注
（　

）
二
〇
三
頁
は
、「
本
判
決
の
論
理
を
突
き
詰
め
る
と
、
常
習
特
殊
窃
盗
で
起
訴
せ
ず
、
個
々
の
単
純
窃
盗
罪
が
細
切
れ
に
起
訴
さ

５９

４５

れ
る
う
る
と
の
前
提
が
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。
岡
田
・
前
掲
注
（　

）
一
二
三
頁
も
、
同
様
の
危
惧
を
示
さ
れ
て
い
る
。

５６

（　

）　

訴
因
へ
の
上
程
に
決
定
的
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
は
、
後
訴
の
場
面
で
、
実
体
上
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
範
囲
に
あ
る
事
実
を
分
断
し
て
起
訴
す
る
権

６０
限
を
認
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
常
習
特
殊
窃
盗
な
い
し
常
習
累
犯
窃
盗
と
い
う
犯
罪
類
型
の
性
質
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
権
限
を
導
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

（　

）　

岡
田
・
前
掲
注
（　

）
一
二
三
頁
は
、「
基
本
的
に
は
」
の
意
味
が
全
く
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

６１

５６

（　

）　

常
習
一
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
単
純
一
罪
と
は
異
な
る
手
続
き
上
の
受
理
が
容
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

６２
（　

）　

英
米
法
に
は
、
二
重
の
危
険
が
及
ぶ
範
囲
が
狭
い
た
め
、
分
割
起
訴
を
避
け
る
べ
く
強
制
併
合
の
原
則
（���������������������

�����������������������
）
が
あ
る
こ
と
が

６３
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

五
五
四

一
罪
の
一
部
起
訴
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て�
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